
電気事業法による自家発電設備の保安規制（その９）

自 家 発 入 門 ⓫

　11月号では、「使用前安全管理検査」
（使用前自主検査及び使用前安全管理審
査）について紹介します。

　　　　　　　　　工事計画の事前届出
が必要な自家発電設

備の工事が完了した後は、どのような手
続きがあるのでしょうか。

　　　　　　　　　「使用前安全管理検
査」や「定期安全管

理検査」を行うこととされています。

　　　　　　　　　「使用前安全管理検
査」について教えて

ください。

　　　　　　　　　使用前安全管理検査
には、「使用前自主

検査」と「使用前安全管理審査」があり
ます。
　使用前安全管理検査は、法第51条に規

定され、工事計画の事前届出を行った事
業用電気工作物に対して、その使用の開
始前に設置者が、自主検査（使用前自主
検査）を行い、その検査結果を記録し保
存することとされています。
　その後、設置者の申請により、国等に
よる使用前安全管理審査が実施されます。
　使用前自主検査の詳細は、「（１）～
（４）」に記載されているとおりです。

（１）使用前自主検査の対象設備

　使用前自主検査は、工事計画の届出を
行った事業用電気工作物が対象とされて
います。
　（内発協ニュース８月15日号
� 自家発入門8参照）
　一方、対象外とされるものについては
「施行規則第73条の２の２」で規定され
ており、次に示すものは、対象外とされ
ています。

二　内燃力を原動力とする火力発電所
　　�（送電電圧17万ボルト以上の送電線

引出口の遮断器を伴うものは当該遮
断機を除く。）

六　非常用予備発電装置

Ｑ１

Ａ１

Ｑ２

Ａ２
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七　�別表第４に記載された公害防止関係
の事業用電気工作物

八　�試験のために使用する事業用電気工
作物

（２）使用前自主検査の実施時期

　使用前自主検査を実施する時期は、「施
行規則第73条の３」で次のとおり規定さ
れています。
①　�工事計画に係る一部の工事が完成し

た場合で、完成した部分を使用しよ
うとする時

②　�工事計画に係るすべての工事が完了
した時

（３）使用前自主検査の確認事項と方法

　使用前自主検査で確認する事項は、「法
第51条第２項」で次の「①及び②」と規
定されています。
①　�工事が届出を行った工事計画に従っ

て行われたものであること。
②　�経済産業省令で定める技術基準に適

合するものであること。

　使用前自主検査は、届出を行った工事
計画に従って工事が行われたこと及び技
術基準に適合していることを確認するた
めに、十分な方法で行うことと「施行規
則第73条の４」で規定されています。
　「届出を行った工事計画に従って工事
が行われたこと」については、事前届出
を行った工事計画と異なる工事をした場
合には「①について確認」ができないこ
とになります。そのため、「法第48条第
１項」に規定されているとおり、工事計

画の変更の届出を行っておくことが必要
です。
　また、使用前自主検査の方法は、経済
産業省より「使用前自主検査及び使用前
自己確認の方法の解釈」（20210326保局
第１号）が示されているので、参照され
たい。

（４）使用前自主検査の記録と保存

①　使用前自主検査で記録する事項
　使用前自主検査の結果の記録事項は、
「施行規則第73条の５第１項」に表１の
とおり規定されています。

②　�使用前自主検査の結果の記録の保存
期間

　記録の保存期間は、「施行規則第73条
の５第２項」に表２のとおり規定されて
います。

表１　使用前自主検査で記録する事項

１　検査年月日
２　検査の対象
３　検査の方法
４　検査の結果
５　検査を実施した者の氏名
６　�検査の結果に基づいて補修等の措
置を講じたときは、その内容

７　検査の実施に係る組織
８　検査の実施に係る工程管理
９　�検査において協力した事業者があ
る場合には、当該事業者の管理に
関する事項

10　検査記録の管理に関する事項
11　�検査に係る教育訓練に関する事項

17内発協ニュース／2022年11月号



　　　　　　　　　「使用前安全管理審
査」について教えて

ください。

　　　　　　　　　使用前自主検査を行
う事業用電気工作物

の設置者に対して、使用前安全管理審査
を受けることが規定されています。
　この審査は、設置者の申請により、実
施されます。

（１）審査事項

　審査事項は、「法第51条第４項」で使
用前自主検査の実施に係る組織、検査方
法及び工程管理のほか、「施行規則第73
条の８」で次のとおり規定されています。
①　�検査において協力した事業者がある

場合には、当該事業者の管理に関す
る事項

②　検査記録の管理に関する事項
③　検査に係る教育訓練に関する事項

（２）審査機関

　審査は、経済産業大臣の登録を受けた
者（登録安全管理審査機関）又は経済産
業大臣が行うこととされていますが、火

力発電設備は登録安全管理審査機関が行
うことと、「施行規則第73条の６の２」
で規定されています。

（３）審査・評定と結果の通知

　登録安全管理審査機関が行った審査結
果は、遅滞なく経済産業大臣に通知されます。
　経済産業大臣は、安全管理審査を行っ
た場合又は登録安全管理審査機関等から
安全管理審査の結果の通知を受けた場合
は、その結果に基づき総合的な評定を行
い、審査及び評定の結果を設置者に通知
することとされています。

　　　　　　　　　当該事業用電気工作
物が使用できるのは、

「使用前安全管理審査」に合格してからと
なるのでしょうか。

　　　　　　　　　使用前安全管理審査
には、合否の概念は

ありません。審査及び評定の結果、是正
事項があれば設置者自ら処置を行うこと
になります。
　使用前自主検査において、設置者自ら
が、その工事が届出を行った工事の計画
どおりに行われていることや、技術基準
等の適合性を確認し、確認できなければ
使用してはならないとされています。
　届出を行った工事計画に変更があった
場合は、工事計画の変更の届出を行い、
工事計画に従って行われたことを確認で
きるようにしておかなければなりません。
　なお、次回12月号では、「定期安全管
理検査」について紹介します。

Ｑ３

Ａ３

Ｑ４

Ａ４

表２　記録の保存期間

第１号から
第６号まで

使用前自主検査を行った後、
５年間

第７号から
第11号まで

使用前自主検査を行った後、
最初の安全管理審査の通知
を受けるまでの期間
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